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令和５年７月８日からの大雨に係る被害状況と対応について

１．被害状況（報告、聞き取りによるもの）

 （１）企業等 ２７事業者

 ＜松江市＞  １事業者で浸水等被害 

 ＜浜田市＞  １事業者で浸水等被害 

 ＜出雲市＞ １７事業者で浸水等被害、３事業者で落雷等による設備損傷、 

１事業者で隣接地（県有地）に亀裂 

＜大田市＞  ３事業者で浸水等被害 

 ＜安来市＞  １事業者で浸水等被害 

 （２）観光施設

   ＜出雲市＞  ２施設で敷地法面の崩落等 

２．県の対応

（１）相談窓口・相談対応

    ７月１１日（火）に、県内商工団体等に中小企業特別相談窓口を設置 

（２）中小企業制度融資「災害復旧資金」（既定予算で対応）

    災害による直接被害や、売上減少等の間接的な被害を受けた中小企業者等が

復旧等に必要な資金が必要な場合に低利で融資 

令和５年８月２４日

農林水産商工委員会

商 工 労 働 部
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島根県ＬＰガス価格高騰緊急対策事業について

１．概要 

  国の電気・ガス価格高騰対策の対象外となっているＬＰガスの消費者の負担軽減をは

かる（令和５年度６月補正予算、1,104,600千円） 

 値引き事業（手続き不要）   給付金事業（申請が必要） 

【 対象 】 
  ガスメーターで使用量が管理されている全て
の消費者 

【 内容 】 
  県の補助金を原資とし、販売事業者が10月請
求のガス料金から最大4,250円を値引き 

  ※１ 販売事業者によっては、９月請求分のガス料金から値引

きされる場合がある 

  ※２ 販売事業者によって複数月に分割して値引きされる場合

がある

【 対象 】 
 ①月の使用量が25 を超える消費者
 ②ガスボンベやタンク等でＬＰガスを購入して
いる消費者（工業・農業用等） 

【 内容 】 
 申請により、令和５年１月～９月の使用量に応じ
た給付金を支給 
 ①の方：給付金額20円※１/ ×使用量－25 ※２

 ②の方：給付金額20円※１/ ×使用量※３

  ※１ ９月分は10円/ 

  ※２ 25 以下の使用量部分については、 による値引支援

  ※３ 25 以下は500円/月 

  ※４ 上限120万円/月（９月分は60万円/月） 

【 申請受付期間 】 
令和５年10月２日～12月 11日

一般社団法人島根県ＬＰガス協会（以下、協会）を事務局として実施

２．準備状況 

 値引き事業（全消費者向け） 

  ・ 協会の各支部（全11支部）で意見交換会を実施。全会員へ協力を呼びかけ 

  ・ 販売店向けの説明会（浜田会場７月24日・松江会場７月25日）を開催 

  ・ 中国５県のＬＰガス協会を通じ、県外事業者に事業内容を周知 

【値引きに協力する販売事業者】 

・ 値引きに協力する販売事業者の登録申請の募集開始（第１次締切：７月28日）

・ 事務局が把握している県内にＬＰガスを販売する 122 事業者の全てが登録申請

書を提出（８月18日現在） 

 給付金事業（25  ／月超使用者、工業・農業等の使用者）

  ・ 申請者向け専用ホームページを開設（８月９日～） 

  ・ 事務センターを開設し（９月４日予定）、問合せへの対応、申請受付や審査業務を

実施 

 広報等（ ・ 共通）

  ・ 山陰中央新報紙面において事業及び協力する販売事業者名について広報（８月20

日）。以降、新聞やテレビＣＭ等を通じて幅広く広報を実施 

令和５年８月２４日

農林水産商工委員会

商工労働部商工政策課

- 2 -



令和５年８月２４日 

農林水産商工委員会 

商工労働部企業立地課 

企業立地計画の認定について 

シフトプラス株式会社の立地計画の概要（新設） 

シフトプラス株式会社は、自治体向けＢＰＯ（※）事業の業務拡大に対応するた

め、浜田市内で事業所の新設を決定した。 

 県は、同社から申請のあった立地計画を「島根県企業立地促進条例」の目的達成

に資するものとして認定し、令和５年７月１１日に、シフトプラス株式会社、浜田

市との間で立地に関する覚書を締結した。 

（※）ビジネス・プロセス・アウトソーシングの略。企業活動における業務プロセスの一部を 

業務の企画・設計から実施まで一括して外部に委託すること。 

１ 会社概要 

（１）会 社 名 シフトプラス株式会社 

（２）所 在 地 大阪府大阪市西区江戸堀２－１－１ 

江戸堀センタービル８階 

（３）代 表 者 名 代表取締役 中尾 裕也（なかお ゆうや） 

（４）設 立 年 月 平成１８年１２月 

（５）資 本 金 １０，０００千円 

（６）従 業 員 数 ６０３名 

（７）事 業 内 容 自治体向けＢＰＯ事業、システム開発・保守 

２ 計画の概要（県外企業の新規立地） 

（１）立 地 場 所 浜田市田町１６６４番地 駅前ビル１階２号室 

（２）建 物 面 積 ５８．１９㎡（賃貸借） 

（３）投下資本額 なし 

（４）操業開始 令和５年６月 

（５）常用従業員数 申 請 時  ０名

 操 業 時 ４名 ( ４名増)

 操業後１年 ５名 ( １名増)

 操業後２年 ７名 ( ２名増)

 操業後３年 ９名 ( ２名増)

 計  ( ９名増)

（６）事 業 内 容 ふるさと納税に係る自治体向けＢＰＯ事業 

【企業立地促進助成金の見込額】 

 ・雇用助成額   １，３００千円 ×  ９名  ＝ １１，７００千円  
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令和５年８月２４日 

農林水産商工委員会 

商工労働部企業立地課 

企業立地計画の認定について 

株式会社タムラの立地計画の概要（新設） 

株式会社タムラは、産業機械部品及び各種設備部品の生産体制を強化するため、

朝日ヒルズ工業団地内における工場の新設を決定した。 

 県は、同社から申請のあった立地計画を「島根県企業立地促進条例」の目的達成

に資するものとして認定し、令和５年８月１日に、株式会社タムラ、松江市との間

で立地に関する覚書を締結した。 

１ 会社概要 

（１）会 社 名 株式会社タムラ 

（２）所 在 地 愛知県春日井市明知町１４２３番地の７４ 

（３）代 表 者 名 代表取締役 田村 勇作（たむら ゆうさく） 

（４）設 立 年 月 昭和６３年１０月（昭和４１年４月創業） 

（５）資 本 金 １０，０００千円 

（６）従 業 員 数 ５１名 

（７）事 業 内 容 産業機械部品及び各種設備部品の製造 

２ 計画の概要（県外企業の工場新設） 

（１）立 地 場 所 松江市東長江町９０２番２７他（朝日ヒルズ工業団地） 

（２）敷 地 面 積 ９，３２３.３６㎡ 

（３）建 物 面 積 １，９８０.００㎡（鉄骨造平屋建） 

（４）投下資本額 ７３１，４５９千円 

  （内訳）土  地 １３１，４５９千円 

 建  物 ４５０，０００千円 

      償却資産 １５０，０００千円 

（５）操 業 開 始 令和６年９月 

（６）常用従業員数 申 請 時  ０名

 操 業 時 ６名 ( ６名増)

 操業後１年 ６名 ( ０名増)

 操業後２年 ７名 ( １名増)

 操業後３年 １０名 ( ３名増)

 計  (１０名増)

（７）事 業 内 容 産業機械部品及び各種設備部品の製造 

【企業立地促進助成金の見込額】 

 ・投資助成額 ７３１，４５９千円 × １５％ ＝１０９，７１８千円 

・雇用助成額   １，０００千円 × １０名 ＝ １０，０００千円 

 計           １１９，７１８千円  

- 4 -


